
第

百

七

十

号

令

和

三

年

一

月

十

九

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
長
良
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
の
変
更

(

河

川

課)

二
九
ペ
ー
ジ

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
指
示

(

里
川
振
興
課)

二
九

○
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
資
源
保
護
の
た
め
の
指
示

(

同

)

三
〇

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
令
和
三
年
魚
種
別
増
殖
方
法
及

び
指
示
数
量

(

同

)

三
〇

公

示

○
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
変
更
認
定
に
関
す
る
件

(
環
境
企
画
課)

三
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

三
四

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

同

)

三
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
十
五
号

長
良
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
当
該
河
川
整
備
計
画
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
、
岐
阜

県
美
濃
土
木
事
務
所
、
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
し

た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
九
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫

一

指
示
の
内
容

一�
持
出
し
の
禁
止
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
一
月
十
九
日



令
和
３
年
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量

漁業権番号

増
殖
方
法

魚
種

漁
業
協
同
組
合
名

あ
ゆ

種
苗

放
流

(㎏
)

あ
ま
ご
､

や
ま
め
銀
毛
型

あ
ま
ご
に
じ
ま
す
い
わ
な
ふ
な
う
な
ぎ
な
ま
ず
も
く
ず

か
に
(尾
)
あ
ゆ
卵

人
工
ふ
化

(
万
粒
)

わ
か
さ

ぎ
卵

う
ぐ
い
､

お
い
か
わ

産
卵
場
造
成
(箇
所
)

も
ろ
こ
あ
じ
め

ど
じ
ょ
う
か
じ
か
よ
し
の

ぼ
り

公
共
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ(

マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ)

が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に

か
か
っ
て
い
る
か
そ
の
疑
い
が
あ
る
場
合
は
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
保
有
状
況
の
検
査
を
す

る
場
合
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
駆
除
を
す
る
場
合
、
食
用
に
供
す

る
場
合
及
び
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
公
共
水
面
の
水
系
か
ら

コ
イ
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
当
該
公
共
水
面
の
範
囲
は
、
三
で
示
す
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
水
系
で
あ
っ

て
も
急
流
、
滝
、
せ
き
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
コ
イ
の
交
流
が
な
い
上
流
水
域
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

二�
放
流
等
の
制
限

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査(

ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。)

に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ

ス
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
コ
イ
で
な
け
れ
ば
、
県
内
の
公
共
水
面

に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
採
捕
し
た
場
所
に
放
流
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二

指
示
の
期
間

令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三

コ
イ
の
持
出
し
を
禁
止
す
る
公
共
水
面
の
範
囲

一�
揖
斐
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

徳
山
ダ
ム
及
び
一
ノ
瀬
ダ
ム
か
ら
上
流

の
水
域
を
除
く
。)

二�
長
良
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

阿
多
木
ダ
ム
か
ら
上
流
の
水
域
を
除
く
。)

三�
木
曽
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

佐
見
川
、
岩
屋
ダ
ム
か
ら
上
流
の
馬
瀬

川
、
東
上
田
ダ
ム
か
ら
上
流
の
飛
騨
川
及
び
こ
れ
ら
の
支
流
を
除
く
。)

四�
土
岐
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池

五�
神
通
川
水
系
宮
川
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

下
小
鳥
ダ
ム
か
ら
上
流
の
小
鳥
川

及
び
そ
の
支
流
を
除
く
。)

六�
庄
川
水
系
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池(

鳩
谷
ダ
ム
か
ら
上
流
の
庄
川
及
び
そ
の
支

流
を
除
く
。)

七�
石
徹
白
川
及
び
こ
れ
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
資
源
保
護
の
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
九
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫

公
共
水
面
に
お
い
て
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
同
年
十
月
一

日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
ニ
ホ
ン
ウ
ナ

ギ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
岐
阜
県
漁
業
調
整
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
規
則
第
百
十
号)

第
四
十
四
条
第
一
項
の
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
許
可
に
基
づ
き
採
捕
す
る
場
合
を
除
く
。

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
七
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五

種
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
令
和
三
年
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
三
年
一
月
十
九
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫
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内
共

第
19号

内
共

第
18号

内
共

第
17号

内
共

第
16号

内
共

第
15号

内
共

第
14号

内
共

第
13号

内
共

第
12号

内
共

第
11号

内
共

第
10号

内
共

第
９
号

内
共

第
８
号

内
共

第
７
号

内
共

第
６
号

内
共

第
５
号

内
共

第
４
号

内
共

第
３
号

津
保
川

長
良
川
中
央

郡
上

長
良
川
中
央

長
良
川

長
良
川

長
良
川
､
西
濃
水
産

木
曽
川
長
良
川
下
流
､

海
津
市

揖
斐
川
上
流

揖
斐
川
久
瀬

揖
斐
川
中
部

根
尾
川
筋

牧
田
川

西
濃
水
産

養
老
郡
､
海
津
市

海
津
市

海
津
市

2,306

880

12,963

7,920

2,749

704

159

1,232

3,674

194

704

44 5

1,693

164

176 62

150

344 62

775

423 80 71

141

5 5 5 5 9

14 9 5 5 5

18 53 9

173

782

676

151 27

1,065

770 51

284

36 18

194 53 41

189 20 52 18 5 27 9 84

115 33 50

27

100 18 89 88 33 9 25

1,760

3,000

3,000

2,200

3,520

6 3 6 10 1 6 1 1 3 3 4 5 3 6 3

1 5 2 3

4 1 12 11

10 6

1 16 11
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内
共

第
36号

内
共

第
35号

内
共

第
34号

内
共

第
33号

内
共

第
32号

内
共

第
31号

内
共

第
30号

内
共

第
29号

内
共

第
28号

内
共

第
27号

内
共

第
26号

内
共

第
25号

内
共

第
24号

内
共

第
23号

内
共

第
22号

内
共

第
21号

内
共

第
20号

岐
阜
県
矢
作
川

岐
阜
県
矢
作
川

土
岐
川

和
良
川

馬
瀬
川
上
流

馬
瀬
川
下
流

益
田
川
上
流

益
田
川

益
田
川
､飛�

川
､

馬
瀬
川
下
流

飛�
川

恵
那

木
曽
川
中
流

日
本
ラ
イ
ン
､

木
曽
川
中
流

可
児

美
山

板
取
川
上
流

美
山

916

458

220

880

4,348

2,420

1,412

4,690 97

8,202

4,210

291 27

1,794

951

106 44 9 71

309

168

466

493

405

331 39 10

104

220

5 5 5 14 40 5

115 30

9 5 5 60

106 27

5

176

22 14 22 18 9 53 18

150

119 44 29 36 8 40 18

120

120

3 2 5 3 5 5 5 6 2 7 11 3 3 1 5 1

3 2

7 7 5 10 17 7 10 1 13 1

7 5 5 10 10 6

10 10
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合
計

内
共

第
48号

内
共

第
46号

内
共

第
45号

内
共

第
44号

内
共

第
43号

内
共

第
42号

内
共

第
41号

内
共

第
40号

内
共

第
39号

内
共

第
38号

内
共

第
37号

石
徹
白

庄
川

宮
川
下
流

宮
川
下
流

丹
生
川

丹
生
川

宮
川

高
原
川

高
原
川

宮
川

宮
川
下
流

79,024 53

1,514 32

157

141

4,884

3,723

4,119

7,996 53

536

100 31 66

933

379

423

1,490
1,428

317 8 8 53 36

379

379

1,512 89

352 9 22

118 19 36 8 71 80

458

4,259 9 5 5

1,789 27 9 36 58

115

389
9,960

3,520
240

144 3 1 1 1 3 2 5

16
122 1 3 1 5 5 1

66 3 1 1 1 1

56 5 3

公

示

〇
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
変
更
認
定
に
関
す
る
件

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
変
更
の
認
定
を
行
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
認
定
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
四
日

二

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称
等
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か
ん
が
い
排
水
事
業

(

保
全
合
理
化
型)

事

業

の

種

類

高

山

南

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

高

山

市

役

所

縦

覧

場

所

入

方

用

水

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

三
・

一
・
一
九
か
ら

同

・

二
・
一
七
ま
で

縦

覧

期

間

令
和

二
・
一
一
・
三
〇

工
事
完
了
年
月
日

１

名
称

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
猟
友
会

２

住
所

岐
阜
市
宇
佐
東
町
三
番
一
八
号

３

代
表
者
の
氏
名

大
野

惠
章

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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令
和
三
年
一
月
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


